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【手続補正書】
【提出日】平成25年11月6日(2013.11.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　急性紅斑の治療を必要とするヒトの急性紅斑を治療するための、αアドレナリン受容体
作用薬又は医薬的に許容され得るその塩を含む医薬的に許容され得る組成物であって、ヒ
トの急性紅斑部位へ局所的に投与される、組成物。
【請求項２】
　急性紅斑が、突然現れる皮膚の状態であり、非持続性で、一時的な皮膚の赤みによって
明らかになる、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　急性紅斑が、日光皮膚炎、低温火傷、火傷、虫刺され、物理的処置、化学的処置、又は
それらの組み合わせによって引き起こされる、請求項２に記載の組成物。
【請求項４】
　急性紅斑が、レーザー光線、紫外線、高周波、放射線治療、光照射ダイオード治療、マ
イクロダーム擦過傷治療からなる群から選ばれる物理的処置によって引き起こされる、請
求項３に記載の組成物。
【請求項５】
　急性紅斑が化学薬品による皮膚の剥離、皮膚への薬剤治療、化粧品の適用からなる群か
ら選ばれる化学的処置によって引き起こされる、請求項３に記載の組成物。
【請求項６】
　化学的処置が、レチノイドの適用を含む、請求項５に記載の組成物。
【請求項７】
　急性紅斑が、日焼け、光線力学療法、及びそれらの組み合わせからなる群から選ばれる
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物理的処置及び化学的処置によって引き起こされる、請求項３に記載の組成物。
【請求項８】
　αアドレナリン受容体作用薬が、α-１アドレナリン受容体作用薬又は医薬的に許容さ
れ得るその塩である、請求項１に記載の組成物。
【請求項９】
　αアドレナリン受容体作用薬が、選択的α-１アドレナリン受容体作用薬又は医薬的に
許容され得るその塩である、請求項８に記載の組成物。
【請求項１０】
　選択的α-１アドレナリン受容体作用薬が、オキシメタゾリン、フェニレフリン、メト
キシアミン、及び医薬的に許容され得るその塩からなる群から選ばれる、請求項９に記載
の組成物。
【請求項１１】
　選択的α-１アドレナリン受容体作用薬が、オキシメタゾリンである、 請求項１０に記
載の組成物。
【請求項１２】
　αアドレナリン受容体作用薬が、α-２アドレナリン受容体作用薬又は医薬的に許容さ
れ得るその塩である、請求項１に記載の組成物。
【請求項１３】
　αアドレナリン受容体作用薬が、選択的α-２アドレナリン受容体作用薬又は医薬的に
許容され得るその塩である、請求項１２に記載の組成物。
【請求項１４】
　選択的α-２アドレナリン受容体作用薬が、ブリモニジン、テトラヒドロザリン、ナフ
ァゾリン、キシロメタゾリン、エピネフリン、ノルエピネフリン、及び医薬的に許容され
得るその塩からなる群から選ばれる、請求項１３に記載の組成物。
【請求項１５】
　選択的α-２アドレナリン受容体作用薬が、ブリモニジン又は医薬的に許容され得るそ
の塩である、請求項１４に記載の組成物。
【請求項１６】
　選択的α-２アドレナリン受容体作用薬又は医薬的に許容され得るその塩が、ブリモニ
ジン酒石酸塩である、請求項１５に記載の組成物。
【請求項１７】
　組成物中のブリモニジンの質量百分率が、少なくとも0.05%、多くとも約5%である、請
求項１５に記載の組成物。
【請求項１８】
　組成物中のブリモニジンの質量百分率が、少なくとも0.07%、多くとも0.7%である、請
求項１７に記載の組成物。
【請求項１９】
　組成物中のブリモニジンの質量百分率が、少なくとも0.1%、多くとも0.6%である、請求
項１８に記載の組成物。
【請求項２０】
　急性紅斑部位が、顔、腕、胴、又は脚である、請求項１に記載の組成物。
【請求項２１】
　αアドレナリン受容体作用薬又は医薬的に許容され得るその塩からなる一つの活性物質
を含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項２２】
　急性紅斑の治療を必要とするヒトの急性紅斑を治療するための、ブリモニジン又は医薬
的に許容され得るその塩を含む医薬的に許容され得る組成物であって、ヒトの急性紅斑部
位へ局所的に投与される、組成物。
【請求項２３】
　急性紅斑の予防を必要とするヒトの急性紅斑を予防するための、αアドレナリン受容体
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作用薬又は医薬的に許容され得るその塩を含む医薬的に許容され得る組成物であって、ヒ
トの急性紅斑になると予想される部位へ局所的に投与される、組成物。
【請求項２４】
　予想される急性紅斑が、日光皮膚炎、低温火傷、火傷、虫刺され、物理的処置、化学的
処置、又はそれらの組み合わせにさらされることによって引き起こされる、請求項２３に
記載の組成物。
【請求項２５】
　日光皮膚炎、低温火傷、火傷、虫刺され、物理的処置、化学的処置、又はそれらの組み
合わせを受ける前に、又は受けると同時に使用される、請求項２４に記載の組成物。
【請求項２６】
　急性紅斑の予防を必要とするヒトの急性紅斑を予防するための、ブリモニジン又は医薬
的に許容され得るその塩を含む医薬的に許容され得る組成物であって、ヒトの急性紅斑に
なると予想される部位へ局所的に投与される、組成物。
【請求項２７】
　予想される急性紅斑が、日光皮膚炎、低温火傷、火傷、虫刺され、物理的処置、化学的
処置、又はそれらの組み合わせにさらされることによって引き起こされる、請求項２６に
記載の組成物。
【請求項２８】
　日光皮膚炎、低温火傷、火傷、虫刺され、物理的処置、化学的処置、又はそれらの組み
合わせを受ける前に、又は受けると同時に使用される、請求項２７に記載の組成物。
【請求項２９】
　二次的な炎症の予防を必要とするヒトの二次的な炎症を予防するための、ブリモニジン
又は医薬的に許容され得るその塩を含む医薬的に許容され得る組成物であって、二次的な
炎症になると予想される部位へ局所的に投与され、二次的な炎症が急性紅斑によって引き
起こされる、組成物。
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